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はじめに 

 
この報告書は、令和６年度「事業者による合法性確認能力強化、消費者への

普及啓発」の成果概要を記述したものである。 

 
当会では、違法伐採問題に対処するため、平成 18 年度から木材関係団体等の

協力も得ながら「違法伐採総合対策推進事業」など関連事業に取り組んできた。

林野庁が同年に定めた「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガ

イドライン」に基づき、現在では全国の認定団体から認定を受けた約 12,000 の

合法木材供給事業者として合法木材を供給している。この取組が始まってから

10 年後の平成 28 年に、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（ク

リーンウッド法）」が成立し、合法木材を取り巻く環境も大きな転機を迎えるこ

ととなった。さらに、令和 5 年には、違法伐採対策を一層進める改正クリーンウ

ッド法が成立し、令和 7 年 4 月から施行されることとなった。 
改正法では、川上・水際の事業者の合法性確認等が義務化され、素材生産販

売事業者の情報提供も義務となった。また、登録制度は引き続き存続し、現在全

国で 700 近い登録木材関連事業者も今後さらに増えていくことが予想される。 
当会では、クリーンウッド法成立当初から法律の周知等に取り組んできたが、

本年度はこの事業で、クリーンウッド法で求められる合法性確認能力の強化を

目的として、改正法の周知や確認等の方法についての研修を行った。また、合法

性が確認された木材等を使うことの意義を木材関連事業者のみならず消費者に

も正しく理解してもらい、合法伐採木材の需要を高めていくことが重要になっ

てくることから、全国及び地方で合法伐採木材利用促進のための協議会（一部は

意見交換会）を開催して普及のための検討を行うとともに、木材関連事業者等や

消費者向けの普及啓発を実施した。 

 
本報告書が、合法伐採木材のさらなる利用促進と改正クリーンウッド法に基

づく合法性確認等の能力向上、改正クリーンウッド法の理解・普及の一助になれ

ば幸いである。 

 
令和７年３月 

 

                   一般社団法人全国木材組合連合会 
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第１章  概 要 

 
１ 事業の骨子 

 
2017（平成 29）年 5 月に「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法

律」（以下、「クリーンウッド法」という）が施行され、木材関連事業者は、自ら

が取り扱う木材、木材製品について、その合法性を確認することが求められるこ

ととなった。さらに、2023（令和 5）年 5 月には、この法律の改正法が公布さ

れ、2025（令和 7）年 4 月から改正法が施行されることとなっている。 
このような状況の中、改正クリーンウッド法（以下、「改正 CW 法」という）

に基づき合法性を確認する方法、手法を紹介し合法性確認能力を強化し、合法的

に伐採された木材（以下、「合法伐採木材」という）の利用を促進するため、今

年度はこの事業の中で、①検討委員会の開催、②地方における改正 CW 法の解

説、合法性確認能力強化研修の開催、③全国及び都道府県レベルの協議会（意見

交換会）の開催、④全国及び都道府県レベルの普及啓発を行った。 
 
２ 取り組みの成果と報告書の構成 

 
（１）合法性が証明された木材の供給体制の状況（第 2 章） 

2006（平成 18）年度から取り組みが始まった合法木材の供給システムで

は、2025（令和 7）年 2 月末時点で 149 の業界団体によって認定された業

界団体認定合法木材供給事業者の数は約 12,000 事業者となり、合法木材の

供給体制に関しては全国で合法木材供給体制が整備されている。 
また、合法木材の取扱い実績も毎年増加傾向にある。これからは、改正 CW

法に基づき合法性の確認を行うためにも、引き続き GL に基づいた合法証明

書を適切に発行していくことが求められる。 
 

（２）検討委員会の開催（第 3 章） 
事業を効率的・効果的に実施し、効果的な研修を行うために、学識経験者・

環境 NGO 等の委員から構成される検討委員会を設置し、様々な方面からの

ご意見をうかがい検討する会議を年度内に 3 回開催した。 
 
（３）合法性確認能力強化のため研修の実施（第 4 章） 

都道府県木連等の GL に基づく合法木材供給事業者の認定団体が開催し、

林野庁、登録実施機関、全木連等の専門家を講師として、改正 CW 法で求め

られる合法性確認等の能力強化のための研修を実施した。（一部では、都道
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府県木連等の担当者が説明） 
 
（４）全国レベル及び都道府県レベルの協議会の開催（第 5 章） 

GL に基づく合法木材供給事業者認定団体等、登録実施機関、CW 法に関

する海外調査事業実施団体等による、合法伐採木材利用促進全国協議会を年

度内に 1 回（12 月）開催した。 
また、都道府県レベルでも合法伐採木材の利用促進を進めるための認定団

体等からの出席者から構成される地方協議会（意見交換会）を、全国 16 か

所で開催した。 
 
（５）全国レベル及び都道府県レベルの合法伐採木材等の普及啓発（第 6 章） 

事業者及び一般消費者に広く合法伐採木材の普及を行い、クリーンウッ

ド法の周知を進めて合法伐採木材の利用促進を図るため全国レベルの展示

会に出展して普及啓発を実施した。 
(ア) Japan Home & Building Show 2024 

 2024（令和 6）年 11 月 20 日（水）～22 日（金） 東京ビッグサイト

（東京都江東区） 
(イ) WOOD コレクション「モクコレ」2024Plus 

 2024（令和 6）年 12 月 19 日（木）～20 日（金） 東京ビッグサイト 
 
また、全国協議会の開催を受けて、都道府県レベルで合法伐採木材の利用

促進を進めるための普及啓発（普及セミナーの開催、イベント等への参加等）

を実施した。普及セミナーについては、地方協議会を開催した 16 の道府県

のうち 12 か所で開催した。 
 
（６）コンテンツを活用した情報発信（第 7 章） 

全木連が運営するホームページ「合法木材ナビ」に関連情報を掲載すると

ともに、SNS 等を使用した情報発信を行った。また、一部の地方協議会で

は、Web サイト等を活用し情報発信を行った。 
 
（７）合法伐採木材の利用促進に向けた課題等（第 8 章） 

本年度事業で実施した会議や普及啓発活動等の結果から、合法伐採木材

の利用促進のための課題や今後の改善点をまとめた。 
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検討委員会の開催

2024年（令和
6年）4月

５月

６月

７月 29日　検討委員会（第1回）

８月

９月 5日　検討委員会（第2回）

１０月
9，10日　日本木材輸入協会、25日　全国天然
木化粧合単板工業協同組合連合会、7・9・17日
静岡県（3ヶ所）

１１月

日本合板商業組合（11月～3月、全国10ヶ所）、
7日　愛媛県、8日　新潟県、11日　全日本木材
市場連盟、15日　香川県、20日　全国木材市売
買方組合連盟

１２月
3日　秋田県、6日　青森県、13日　山形県、島根
県、10・12・24日　群馬県（3ヶ所）

2025年（令和
7年）1月

22日　兵庫県

２月 18日　検討委員会（第3回） 6日　岩手県、21日　徳島県

３月 7日　日本合板工業組合連合会（Web）

令和６年度事業者による合法性確認能力強化　＜年間スケジュール＞

合法性確認能力強化のための研修
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全国レベルの
協議会の開
催

都道府県レベルの協議会
（意見交換会）の開催

全国レベルの展示
会での普及啓発

SNS等を活用し
た情報発信

2024年（令
和6年）４月

５月

６月

７月

８月

９月
12日　長崎県、13日　三
重県、17日　奈良県

12日　普及セミナー（長崎
県）、17日　普及セミナー（奈
良県）

１０月 2日　滋賀県 2日　普及セミナー（滋賀県）

１１月 27日　石川県、熊本県
20～22日　Japan
Home ＆ Building
Show 2024

27日　普及セミナー（石川
県、熊本県）

１２月
5日　全国協
議会

9日　北海道、11日　京都
府、12日　福井県、鹿児
島県

19～20日　WOOD
コレクション「モクコ

レ」2024Plus

12日　普及セミナー（福井
県、鹿児島県）

2025年（令
和7年）１月

16日　宮城県、23日　大
阪府、30日　栃木県

16日　普及セミナー（宮城
県）、30日　普及セミナー（栃
木県）

２月
4日　岐阜県（Web、意見
交換会）、7日　富山県、
10日　山梨県

7日　普及セミナー（富山
県）、17日　普及セミナー（山
梨県）

３月

都道府県レベルの普及啓発

令和６年度協議会による普及啓発　＜年間スケジュール＞

イ
ベ
ン
ト
等
の
普
及
啓
発

情
報
発
信
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第２章 合法性が証明された木材の供給体制の状況 

 
１ 合法性が証明された木材の供給体制の概要 

 
  ガイドラインに基づいた合法木材供給事業者の認定団体数及び認定事業者

数は下表のとおりで、令和７年2月末現在では、認定団体数が 149（昨年 149）、
認定事業者数が約 12,005（昨年約 12,098）となっている。 

 
      合法木材供給事業者認定団体及び認定事業者数 

                    令和７年 2 月末日現在 
団体区分 認定団体数 認定事業者数 
中央団体   25 1,728 
地方団体  124 10,277 

計  149 12,005 
  
（注）林業・木材団体で「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガ 

イドライン（平成 18 年 2 月林野庁）」に基づいて合法木材供給事業者の認定を

行っている木材組合、森林組合、素材生産、木材チップ生産、木材流通等の団

体及び各団体が認定した事業者数を計上 
 
 

２ 令和５年度における合法木材の取扱実績 

 
林野庁ガイドラインに基づいた令和５年度における合法木材の取扱実績を

次ページの表に取りまとめた。令和５年度は、合法木材証明システムが始ま

って 18 年目にあたり、その間の合法木材の取扱実績は年々増加の傾向にあ

る。 
例えば、素材生産のうち合法木材の量は、平成 18 年度の実績では 906 千

㎥であったのに対し、18,455 千㎥となり 20.4 倍になっている。同じく素材

流通業者の取り扱った合法木材は 951 千㎥に対し 16,742 千㎥の 17.6 倍とな

っている。また、取扱量の総数に占める合法木材の比率についても、素材生

産では 40％から 88％に増加（前年度は 86%）、素材流通では 16％から 79％
と前年度比で微増となり合法木材の供給は引き続き伸びている。（なお、素材

流通（輸入）に関しては、前年度（令和４年度）の 45％から 46%に増加し

ている。） 
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  また、取扱実績を報告する認定団体及び認定事業体の数については、18 年 
度では、認定団体数 61、認定事業体数 2,267 であったのに対し、団体数では 
約 2.2 倍の 137 団体に、認定事業対数では約 4.8 倍の 10,864 社で、着実に増

加している。 
 
   令和５年度合法性・持続可能性の証明された木材・木製品の取扱 

実績（報告期間：令和５年 4 月 1 日～令和６年 3 月 31 日） 

 

 
 
   業   種 

木材・木製品

の 取 扱 量 

（総数） 

うち、合法性

が証明され

たもの 

 
割 合 

 
 

認 定 
事業体数 

Ａ Ｂ Ａ／Ｂ 
千 m3 千 m3 

素材生産 （国 内） 21,068 18,455 0.88 3,618 
素材流通 （国内注） 21,253 16,742 0.79 609 
木材加工 （国内注） 33,366 22,826 0.68 3,230 
木材流通 （国内注） 20,521 10,099 0.49 3,184 
その他 （国内注） 322 305 0.95 144 
素材流通 （輸 入） 606 278 0.46 14 
木材流通 （輸 入） 3,581 779 0.22 65 

 
（注） 1 全国木材組合連合会の要請に基づいて実績報告を提出した 137 認定団体 

10,864 認定事業体の数値を集計したものである。（令和６年 12 月公表） 
2 国内注：国内における流通加工業にかかるもので一部輸入材も含む 
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第３章 検討委員会の開催 

 

 本事業を効果的・効率的に実施し、研修内容を充実したものにするため、学識

経験者、環境 NGO 等からなる検討委員会を設置して会議を３回開催した。 

 
第 1 回検討委員会：2024 年（令和 6 年）7 月 29 日（月） 
第 2 回検討委員会：2024 年（令和 6 年）9 月 5 日（木） 
第 3 回検討委員会：2025 年（令和 7 年）2 月 18 日（火） 

 
検討委員会の委員メンバーと各回の委員会での討議内容は以下のとおりである。  

 
■ 運営委員会委員 

（五十音順、敬称略） 
 清水 俊二 （公財）日本住宅・木材技術センター（主席研究員） 
 永田 信 （一財）林業経済研究所（理事長） 座長 
 二宮 孝義 日本合板商業組合（常務理事兼事務局長） 
 三柴 淳一 国際環境 NGO FoE Japan（理事） 
 横山 潤 （公財）日本合板検査会（総務部総務課総務係長） 

 
■ オブザーバー 
 【登録実施機関】（一財）日本ガス機器検査協会、（一財）日本森林技術協会、

（一財）建材試験センター、（一社）北海道林産物検査会 
 【関係省庁】林野庁 
 【その他】（第 2 回委員会のみ参加）（一社）全日本木材市場連盟 

 
■ 会議の結果概要 
第１回検討委員会 

１．日時：2024（令和 6）年 7 月 29 日（月）15:30～17:15 
２．場所：全木連会議室（東京都千代田区一番町） 

※オブザーバーはオンラインで出席した。 
３．議事要旨： 

① CW 法の現状について 
林野庁から、資料（CW 法の改正について）に基づき説明があった。 

 
② 本年度事業の内容と進め方について 
事務局より、資料（事業の概要、研修実施計画、地方協議会、普及啓発の実施
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計画）について説明があった。 
［主な質疑・意見］ 
〇①今年度の研修、協議会の実施計画を見ると、宮崎県や広島県など主要な生産

地で計画されていないところがあるが、そのようなところでも実施して欲しい。

②昨年、林野庁で普及のための全国キャラバンを国交省と一緒にやる事を検討

している、との話が出ていたがどうなったのか。 
→（林野庁）②全国キャラバンについて実施予定はないが、林野庁で都道府県の

担当者を対象とした説明会や、登録事業者向けの説明会（いずれもオンライン）

を実施しているところ。また、この事業で実施する研修、協議会の他に委託事

業で、指導者養成の説明会を全国 4 カ所で開催する。 
→（全木連）昨年度も宮崎県については、この委員会でご指摘いただき研修を実

施してもらった。今年度は、予算の制約もあり現時点で開催場所を増やすのは

難しいが、林野庁から説明のあった委託事業の説明会で周知を図っていきたい。 
〇素材生産販売事業者は、研修の対象に入っていないのか。 
→（全木連）素材生産販売事業者も対象。 
〇素材生産事業者の全国団体である全素協等でも研修をやると良い。 

 
③ 研修資料の作成について 
事務局より、資料（研修構成案、研修資料案）についての説明があった。 
［主な質疑・意見］ 
〇一番知ってほしいのは、新たに木材関連事業者になった小売事業者に販売す

る事業者、木質バイオマス事業者等である。 
〇努力義務をしっかりやってもらうのが登録事業者であるということをスライ

ドに書き込むと良い。 
〇GL と CW 法の一本化の話はどうなったのか。 
→（林野庁）CW 法の中で GL の団体認定証明が活用できるとし運用面での対応

を行っているが、CW 法と GL は別の制度であり、一本化は現時点では考え

ていない。 
〇①資料案では、まず現行法ベースで合法性確認等の手法を具体的に説明し、そ

のあと改正法の説明としているが、両方を並列に説明すると混乱してしまう

のではないか。改正法の施行直前というタイミングを踏まえると、改正法を

メインに説明すべきではないか。 
〇国産原木の合法性確認の手引きは、現行法でのものを紹介しているが、改正法

に合わせて修正する予定はあるのか。 
→（全木連）改正法に合わせた国産原木の DD 手引きの修正をやるかどうかは

今後検討したい。 
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〇①最初に、「違法伐採とは」などかなり基本的な説明から始まっているが、ど

のような人を対象としているのか。CW 法が施行されてかなりの年月が経っ

ており、そのような情報は多くの人が知っているのでは。②現行法の説明の

後改正法の説明がされているが、現行法と改正法を比較して説明するやり方

もあるのでは。 
→（委員）聞きに来る人の知識レベルには、かなりの差があり、違法伐採の説明

から必要な人もいる。 
→（全木連）対象は、木材関連事業者の担当者ということになるが、担当者の交

代等で初めて聞く人もいる。 
→（林野庁）全ての人向けのものを作成しておいて、参加者に応じて取捨選択し

て説明すればよいのでは。 
〇研修の実施が秋以降となると、半年後には改正法が施行されることになる。現

行法の説明よりは改正法に力点を置いた方が良い。 
〇研修内容を 2 部構成とし、前半で現行法、後半で改正法の解説と明確に分け

れば混乱が避けられる。 
→（林野庁）林野庁で作成している説明資料は、適宜更新を行っている。研修に

利用できるよう最新版を PPT ファイルでお渡しすることも可能。 

 
④ その他 
〇指導者養成説明会について 
 事務局から、「合法性確認実施指導者養成、制度の普及」（全木連が受託して実

施）で実施する説明会の概要説明と、登録実施機関への協力依頼（説明会講師の

推薦）があった。 

 
その他、特に意見は出ず、会議を終了した。 
 

第２回検討委員会 

１．日時：2024（令和 6）年 9 月 5 日（木）15:30～16:45 
２．場所：全木連会議室（東京都千代田区一番著） 

※オブザーバーはオンラインで出席した。 
３． 議事要旨： 
① 研修資料の作成について 

事務局から、資料（研修資料の内容と構成）に基づき前回委員会での意見

とそれに対する修正内容の説明の後、資料（研修資料案）に基づき説明があ

った。 
［主な質疑・意見］ 
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〇資料では、第 2 種事業者のやるべきことが、合法性の確認から、改正法で情報

の受取に変わったことが説明されている。第 2 種は情報を受け取るだけで良

いのか。受け取った情報が揃っているかチェックし、足りない情報を求める

ことはしなくてよいのか。 
→（林野庁）法制度上、第 1 種事業者が義務として行った確認の結果を第 2 種

が努力義務で確認し判断することにはならない。第 1 種は、情報伝達で、「合

法性確認木材か否か」の情報に加えて改正法では、「原材料情報の記録に関す

る情報」も第 2 種事業者に伝達されることになる。第 2 種にもそのような情

報を知ってもらうという趣旨。また、第 1 種・第 2 種に共通の努力義務のう

ち、「合法性確認木材等の数量を増加させるための措置」、および「違法伐採

に係る木材等を利用しないようにするための措置」では、第 2 種がこのよう

な努力義務を果たすことによって、第 1 種にプレッシャーをかけてもらう意

味もある。 
〇第 2 種事業者は、「合法性確認木材か否か」の情報だけを伝えればよいのか。 
→（林野庁）第 2 種が譲渡す際には、「合法性確認木材等か否か」の情報だけを

伝えることになる。 
〇第 2 種事業者は、3 つの原材料情報（樹種、伐採地、証明書）が揃っていなけ

れば、求めなければならないのか。 
→（林野庁）求めてもよいが、義務ではない。 
〇そのような説明は、今回の改正法が施行されるタイミングで説明されるのか。 
→（林野庁）研修資料の「合法性確認木材 100％に向けた PDCA サイクル」の

ところでも示している。要は「いい取引相手を選んでいきましょう。」という

こと。 
〇「国産原木の合法性確認手引き」のチェックリスト等の取り扱いは？ 
→（林野庁）このチェックリストは、現行法に対応したもの。改正法に対応して

現在修正しているところである。改正法対応版では、リスク緩和措置がなく

なる等フローチャートは見た目がかなり変わることになるが、基本の考え方

は変わらない。改正法対応版は、年内に公開を目指して進めているところ。 
事務局：現在林野庁で開発中のシステムの情報は、CW ナビに掲載されているの

か。また、説明会等の情報はどうすれば得られるのか。 
→（林野庁）今後、決まったものから CW ナビに情報を掲載していく。 
〇改正法では、リスク緩和措置は不要になるのか。 
→（林野庁）いろいろな規模の事業者がいる中で、すべての第 1 種事業者に追加

的情報収集等のリスク緩和措置を求めるのは難しいと考えて、体制の整備等

を通じてリスクを減らすことを目指すとした。 
〇第 1 種事業者の定期報告について、該当となる事業者の規模か書かれている

-12-



が、この規模を上回っている事業者は自主的に報告することになるのか。 
→（林野庁）そうなる。 
〇定期報告はいつから？また、報告のフォーマットはあるのか。 
→（林野庁）初回の報告は、令和 7 年度実績から。フォーマットは、今後、解説

を付けたうえで CＷナビに掲載する。また、すでに登録している事業者は、

登録実施機関への年度報告を国への定期報告にも使えるようにする予定。 

 
② その他 
（１）指導者養成説明会について 
 事務局から、「合法性確認実施指導者養成、制度の普及」（全木連が受託して実

施）で実施する説明会について、現在の進行状況（講師案等）の報告があった。

また、登録実施機関にも登録事業者に対して広く告知してほしいとのお願いが

あった。 
（２）その他 
〇林野庁ガイドライン（GL）の運用の見直しはどうなったか。 
→（林野庁）グリーン購入法に対応した GL なので、すぐには GL を変えること

にはならない。GL をやっていれば CW 法でなくても公共調達ができるわけ

ではないので、両方をしっかりやってもらえるよう呼び掛けていきたい。 

 
その他、特に意見は出ず、会議を終了した。 
 

第３回検討委員会 

１．日時：2025（令和 7）年 2 月 18 日（火）10:30～11:50 
２．場所：全木連会議室（東京都千代田区一番町） 

※オブザーバーはオンラインで出席した。 
３． 議事要旨： 
① 本年度事業の実施結果について 

事務局から、資料（R6 年度事業の実施結果、研修説明資料）に基づき今年

度事業の結果報告（一部予定を含む）があった。 
［主な質疑・意見］ 
〇今年度事業の反省点、改善点等あれば教えてほしい。 
→（林野庁）開催方法等について、他の地域でも参考になるよい事例等あれば共

有いただきたい。 
→（全木連）CW 法のことをほとんど知らずに参加した方も、何度も繰り返しわ

かりやすく説明すればよく分かってもらえる。林野庁ガイドライン（GL）認

定事業者 12,000 社のネットワークを活用して合法性が確認された木材を広
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めてほしいと説明した。重要な項目は、繰り返し説明することが必要と感じ

た。 
〇GL で認定をとっていない事業者は、全体のどれぐらいいるのか。 
→（全木連）家具関係の事業者も入れると全体が大きな数字になり、非認定事業

者の割合まではわからない。 
〇消費者を対象としたイベント等では、EUDR、森林減少、生物多様性といった

関心の高い分野と比較すると、CW 法に対する関心は高くない。 
→（全木連）イベントなどの来場者に話をすると「いまだに違法なものが日本の

市場に出回っているのか。」と驚かれる。 
〇登録実施機関の方に聞きたいが、改正 CW 法に対して登録事業者の反応は何

かあるか？ 
→（登録実施機関 A）問い合わせの件数は少ないが、改正 CW 法に関する質問

は来ている。第 1 種、第 2 種の違い、定期報告の様式などに関する質問が多

い。 
→（登録実施機関 B）改正 CW 法では、小売事業者も木材関連事業者になった

が、小売事業者からの問い合わせはない。 
→（林野庁）林野庁には、ホームセンター等小売事業者からも問い合わせがきて

いる。消費者への情報伝達の方法等、詳細な質問が寄せられている。経産省

と調整しながら対応している。 
〇家具や建築業者等の事業者には、経産省、国交省から情報が周知されているの

か。 
→（林野庁）２省とは、それぞれの所管する業界に周知を図っていくことを確認

しており、最低限の情報は事業者にも周知されていると考える。 
林野庁：今年度の事業を振り返って見ると、素材生産販売事業者への関わり、情

報提供の機会が少なかったと感じる。 
→（全木連）県木連の中には、地元の素材生産団体やチップの団体と共催で研修

を実施したところもあり、そのような場合は素材生産事業者の参加も多かっ

た。今年度の研修では、森林組合の担当者が熱心に質問をするなど関心がた

かったように感じた。 
→（全木連）素材生産事業者も情報のサプライチェーンの中にはしっかり組み込

まれていると思う。ただし、非常に規模の小さな伐採業者まで情報が周知さ

れているかは疑問。行政のほうでも、市町村の窓口で伐採届等の提出に来た

事業者に周知してもらえれば良い。 
〇素材生産団体などとの連携は？ 
→（全木連）県内に素材生産事業者の団体があって組織化できているところは、

県木連、県森連と連携して情報提供をやっているが、そうでないところは今
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後連携が必要と感じる。 
〇事業者による合法性確認についての情報を伝える際に、納品書に書くことが

増えて事業者の負担が増している。特に、中小の事業者で負担感が大きい。

開発中の CW システムを活用して、そのような手間ができるだけ増えないよ

うにしてほしい。 
〇建築関係の事業者の登録実施機関には、自分たちが第 1 種なのか第 2 種なの

かの問い合わせや、現行法との違いについての質問が多い。今回の改正では、

義務違反に対する罰則ができたが、事業者の真剣度を高めるためにもその点

を強調して説明したほうが良い。 
→（全木連）研修資料にも、罰則について説明したスライドを追加した。 
→（林野庁）研修等の資料においては、いきなり罰則が適用されるわけではなく、

まず指導・助言があって最終的に罰則が適用されることを説明している。 
〇林野庁が実施した CW システム説明会への参加申し込みはどれぐらいあった

のか？ 
→（林野庁）第 1 回目の申し込みは、約 800 人、2 回目、3 回目はそれぞれ 500

人程度。説明会の録画や資料、Q&A を後日公開予定。 
〇事業者の伝票管理といった社内システムに、CW システムが連携できるよう

にすれば、利用が進むのではないか。 
→（林野庁）各社でシステムが異なるので、現時点ではそこまでの連携は考えて

いない。 
〇第 1 種事業者に情報が伝わるのがまず重要。そのためにも、国内で丸太を扱

っている事業者に第 1 種の定義を繰り返し説明し理解してもらうことが必要。 
→（林野庁）こちらにも、いろいろなケースで事業者から相談があり、その都度

説明している。林野庁からも、市町村に対し伐採届の提出に来た者に提供い

ただくためのチラシを配布し、周知をお願いしている。 

 
② その他 
〇事務局から、「現在、林野庁で CW システムの説明会を Web で開催しており、

近日中にシステムの利用者登録も始まる予定。4 月 1 日の施行に向けて準備

が進んでいる。」との説明があった。 
〇事務局から、「R7 年度についても、この事業が引き続き予算措置をされて、事

業実施者の公募がされている。現在、応募の準備をしており、当会が実施す

ることになれば、また委員の皆様にご協力をいただきたい。」とのお願いがあ

った。 
その他（委員からの発言） 
〇国交省、経産省にも積極的に研修をしていただき情報発信をしてほしい。また、
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川下側の要望も林野庁と情報共有してほしい。 
〇ウッド・チェンジ協議会関連の非住宅木造建築物の林野庁補助事業の中でも、

CW 法で確認された木材の使用を仕様書ひな形に明記したところ。設計、施

工やデベロッパー等企業や関係団体にも参画してもらって事業を進めている。 

 
その他、特に意見は出ず、会議を終了した。 

 

  
 第 1 回検討委員会         第 2 回検討委員会 

 

  

第 3回検討委員会 
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第４章  合法性確認能力強化のための研修の実施 

 
2024（令和 6）年 9 月から 2025（令和 7）年 3 月にかけて、林野庁ガイドラ

イン（GL）の 18 の認定団体（県木連 12、中央団体 6）が、県下の認定団体と

共催で合法性確認能力強化のための研修を開催した。 
合法木材認定事業者の担当者、建築関係の事業者、森林組合、県庁等の行政関

係者等様々な関係者の参加があった。参加者数は、全ての会場を合わせて延べ約

1,700 人であった。 
（研修の実施一覧は、この章の最後の「令和 6 年度合法性確認能力強化のため

の研修実施一覧」に掲載） 
 

１ 専門家派遣等による研修 

 2024（令和 6）年 9 月から 2025（令和 7）年 3 月にかけて、全木連から講師

（専門家）を派遣して全国 13 の認定団体（県木連 10、中央団体 3）が開催した。

このほか、林野庁や登録実施機関から講師を招いて実施した認定団体もあった。

研修では、改正クリーンウッド法の内容や改正法で義務化された第 1 種木材関

連事業者及び素材生産販売事業者のやるべきこと、第 2 種木材関連事業者の努

力義務の内容、木材関連事業者の登録の仕組み、林野庁ガイドライン（GL）と

の関係等が説明された（説明資料は巻末資料を参照）。 
 
 ・研修参加者総数： 約 1,000 名 
 

 

 

新潟県での研修 
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群馬県での研修 

 

 

香川県での研修 

 

２ 認定団体が独自に実施した研修 

 前記１と同様の内容で、ガイドラインに基づく合法木材供給事業者認定団体

（県木連等）が自ら説明をする形での研修が、全国 5（県木連 2、全国団体 3）
の認定団体で実施された。 
 ・研修参加者総数： 約 700 名 
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日本合板商業組合の研修（札幌会場） 

 

 

静岡県での研修 

 

３ 研修での質問等 

上記の研修において、参加者からの主な質問としては、以下のようなものがあ

った。 

・第１種木材関連事業者と第２種木材関連事業者の違いについて（自分の会社が

どちらに該当するのか） 

・第１種事業者が行う合法性確認のための証明書には、どのようなものがあるの

か。証明書が複数あった場合はどうすればよいか。 

・改正 CW法では、証明書に何を記載すればよいのか、第１種と第２種の情報を

１枚の納品書に記載するときの書き方は？ 

・登録は任意か（登録していないと確認できないのか、証明書を出せないのか） 

・CWシステムは誰でも使えるのか。（素材生産販売事業者もしくは第１種事業者

だけのシステムなのか。） 
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・罰則はどのようなときに発生するのか。 

・何年も前に仕入れて倉庫で保管している銘木のようなものの確認はどうする

のか。 

・一定規模以上の第１種事業者の定期報告について（林野庁から提出の要請があ

るのか。自分の会社が、対象事業者かどうかはどのように判断するのか。等） 

 

 

-20-



1 日本合板工業組合連合会 3/7 オンライン 加藤 61 Web開催

2 （一社）全日本木材市場連盟 11/11 東京都内 加藤 159

3
（一社）全国木材市売買方組合連
盟

11/20 名古屋市 下堂 37

4 青森県木材協同組合 12/6 青森市 中村 133

5 岩手県木材産業協同組合 2/6 盛岡市 加藤 73

6 秋田県木材産業協同組合連合会 12/3 秋田市 加藤 36

7 山形県木材産業協同組合 12/13 山形市 加藤 109

8 （一社）群馬県木材組合連合会 12/10,12,24 前橋市他 加藤 140
県内3か所
で開催

9 新潟県木材組合連合会 11/8 新潟市 加藤 74

10 兵庫県木材業協同組合連合会 1/22 姫路市 中村 55

11 （一社）島根県木材協会 12/13 松江市 下堂 34

12 徳島県木材協同組合連合会 2/21 徳島市 下堂 49

13 (一社)香川県木材協会 11/15 高松市 下堂 77

1 日本合板商業組合

10/17,18,22,
11/15,19,22,
26,2/14,19,3

/4

横浜市ほか 348
全国10ヵ
所で開催

2 日本木材輸入協会 10/9,10
大阪市、香川

県丸亀市
220

3
全国天然木化粧合単板工業協同
組合連合会

10/25 福岡県大川市 25

4 静岡県木材協同組合連合会 10/7,9,17 静岡市他 112
県内3カ所
で開催

5 （一社）愛媛県木材協会 11/7 松山市 29

合計 1,771

備考講師（全木
連）

区
分

NO

令和6年度　合法性確認能力強化のための研修実施一覧

専
門
家
派
遣
等
に
よ
る
開
催

独
自
開
催

(

講
師
派
遣
無
し

）

研修等

開催日
実 施 団 体 名

場 所
参加人

数
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第５章  全国レベル及び都道府県レベルの協議会（意見交換会）の開催 

 
１ 合法伐採木材利用促進全国協議会の開催 

（１）開催概要 
クリーンウッド法（以下、CW 法）の円滑な運用に資するとともに、合法伐採

木材の利用を促進するための方策・課題等を検討するための協議会（合法伐採木

材利用促進全国協議会）を開催した。 
全国協議会には、林野庁ガイドラインに基づき全国を対象として合法木材供

給事業者の認定を行っている認定団体、登録実施機関、クリーンウッド法の海外

関連情報の調査事業実施団体、環境 NGO、建築・建材関係団体等からあわせて

約 40 名が出席した。 
また、主管官庁（林野庁、経済産業省、国土交通省）からも担当者に出席いた

だき（オンライン出席を含む）、合法伐採木材利用促進の課題等について意見交

換を行った。 
 
（２）開催結果報告 
合法伐採木材利用促進全国協議会 
【日 時】  2024（令和 6）年 12 月 5 日（木） 10 時 30 分～12 時 00 分 
【場 所】  全国町村議員会館 2 階第 1～3 会議室 
     東京都千代田区 ※対面とオンラインの併用開催 
【参加者】（敬称略） 
〇合法木材供給事業者中央認定団体 

日本合板商業組合 常務理事兼事務局長 二宮孝義 

（一社）日本特殊加工化粧板協議会 事務局長 平原 章雄 

〃        事務局 岩澤 裕子（W） 

日本木材輸入協会 専務理事 岡田 清隆 

(一社)木材表示推進協議会 審議役 米田 雅人 

〃     参与 大寺 重人（W） 

全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会 専務理事 田中 謙司（W） 

日本集成材工業協同組合 専務理事 清水 邦夫 

 （一社）全日本木材市場連盟 専務理事 柱本 修 

 全国素材生産業協同組合連合会 専務理事 矢野 彰宏 

（一社）日本林業経営者協会 専務理事 池田 直弥 

（一社）全国木材市売買方組合連盟 事務局長代理 草野 洋 

（一社）全国木造住宅機械プレカット協会 常務理事 坂田 幹人 

日本ツーバイフォーランバーJAS協議会 事務局長 藤谷 裕 
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（一社）全国 LVL協会 事務局長 平沼 孝太（W） 

日本複合・防音床材工業会） 事務局長 篠原 一英（W） 

（一社）日本オフィス家具協会 部長 山口 友成 

（一社）日本家具産業振興会 専務理事・事務局長 高橋 清司 

（一社）日本家具保証協会 代表理事 岡本 真二 

特定非営利活動法人期の建築フォラム 藤原 敬 

〇住宅・建築関連中央団体 

 （一社）住宅生産団体連合会 環境部長兼建設安全部長 青木 富三雄 

 （一社）日本建材・住宅設備産業協会 品質・環境部長 宮島 吉史（W） 

〃 クリーンウッド法運用協議会委員長 入山 朋之（W） 

  〃  クリーンウッド法運用協議会 澤田 知世（W） 

〇クリーンウッド法登録実施機関 

（公財）日本合板検査会 専務理事 尾方 伸次（W） 

  〃  総務部総務課総務係長 横山 潤（W） 

（公財）日本住宅・木材技術センター 首席研究員 清水 俊二 

（一財）日本ガス機器検査協会 審査部 森野 周（W） 

（一社）日本森林技術協会 理事長 小島 孝文（W） 

〃    CW法登録業務室 山本 房則（W） 

（一財）建材試験センター 木材関連登録業務室長 佐伯 智寛（W） 

 （一社）北海道林産物検査会 事務局長 南田 英樹（W） 

〇海外調査機関 

 （公財）地球環境戦略研究機関（IGES） 主任研究員 鮫島 弘光 

〇環境 NGO 

国際環境 NGO FoE Japan 理事 佐々木 勝教 

（主管庁） 

林野庁林政部木材利用課  監査官 齋藤 綾 

〃         課長補佐 坂本 朋美 

〃         行政専門員 大門 誠 

 経済産業省製造産業局生活製品課 課長補佐 松本 麻子（W） 

〃         係長 山下 大貴（W） 

〃         係員 椎山 真澄（W） 

〃         係員 角谷 一真（W） 

 国土交通省住宅局住宅生産課木造住宅振興室 係長 鈴木 浩貴（W） 

 ※名前の後ろの（W）はオンラインでの出席 

 

【プログラム】 
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 開会 10:30 
挨拶 
１． 改正クリーンウッド法の施行に向けた現状について 

 説明：林野庁木材利用課 
２． 今年度の事業について 
３．  説明：事務局（全木連） 
４． 合法伐採木材の利用促進に向けた事業者・消費者への普及活動に関す

る意見交換 
５． その他 

 終了 12:00 
 
【結果概要】 

議題１．改正クリーンウッド法の施行に向けた現状について 
議題２．今年度の事業について 
議題３．合法伐採木材の利用促進に向けた事業者・消費者への普及活動に関す

る意見交換 
 
林野庁より、資料（改正 CW 法の施行に向けた現状について）に基づき説明

があった。林野庁の説明に続けて、事務局（全木連）から、資料（令和６年度事

業の概要、研修資料）に基づき今年度事業の概要と実施状況の説明があった。そ

の後、質疑応答、意見交換を行った。 
 

［主な質疑・意見］ 
〇①建築事業者は、第 2 種事業者から木材を購入することが多いが、購入先業

者の資格（認定や登録を受けているか）とそこが出してくる証明書があるか

が確認の際のポイントとなる。改正 CW 法でもその点は変わらないという理

解で良いか。②建築事業者は、素材生産販売事業者から直接丸太を購入する

ことも（例外的にではあるが）ある。素材生産販売事業者は、証明書の提出が

義務となるので、証明書が必ず出てくることになる。今後は、素材生産販売

事業者は、業界団体による林野庁ガイドライン（GL）に基づく認定はなくな

っていくと考えてよいのか。 
→（林野庁）①改正 CW 法では、合法性を確認するのは第 1 種事業者のみとな

る。第 2 種事業者は購入先からの情報を受け取り、そのまま伝達することに

なる。第 2 種が独自に確認できたかどうかを判断することにはなっていない。

②GL はグリーン購入法に対応するための仕組みであり、CW 法とは別の制度

であって、今後も GL はそのまま残る。 
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〇第 1 種事業者は、素材生産販売業者が求めに応じて出してきた証明書を確認

すればよいのか。 
→（林野庁）証明書があれば機械的に合法性確認木材となる、というわけではな

く、それ以外の関連情報も踏まえたうえで合法性が確認できたかどうかの判

断をすることになる。 
〇素材生産販売事業者からの証明書について、GL の証明書が CW 法での確認

に活用できるとの理解であったが、改正法では、伐採届も出さないといけな

くなるのか。 
→（林野庁）資料の「証明として活用できる情報の一覧」に記載されているよう

に、ガイドラインの証明（大臣が指定する者に限る）も活用できる。 
〇林野庁で開発中のシステムについて、市町村の伐採届等の担当者はこのシス

テムを使えないのか。市町村から発出された伐採造林届適合通知書の確認等

もこのシステムを使ってできるようにならないのか。 
→（林野庁）伐採造林届等の提出は、このシステムではできない。ただし、市町

村が市町村有林を伐採する場合のように、素材生産販売事業者としての役割

をするときには、このシステムを使って情報提供を行うことは可能。利用者

登録をすれば、無料でこのシステムを使える。 
〇資料にある「証明として活用できる情報（輸入材）」で、原産国（伐採された

国）ではなく第 3 国（輸出国）を経由して輸出される木材の証明書は、原産

国ではなく輸出国の発行する証明書でもよいが、その場合でも、輸出国では

なく原産国の法令に適合して伐採されたことを証明する書類でないとだめな

のではないか。 
→（林野庁）ご指摘の点については、修正した上でクリーンウッドナビに掲載す

る運用説明資料を更新する予定。 
〇輸入材を使用する企業から、「合法木材に関する情報がない」との意見がある。

国として、輸出国に対し CW 法の情報提供や働き掛けはしているのか。 
→（林野庁）ITTO 等の国際会議の場で情報提供している。また、個別に情報の

提供を求めてくる国もあり、その都度対応しているところ。 
→FAO 等の世界各国が参加する場で対応していただきたい。 
〇①改正法に合わせて更新した合法性確認 DD の手引きの位置づけは。新しい

手引きも使用は任意か。また、手引きのチェックリストは、第 1 種事業者の

定期報告に使えるのか。②この手引きと CW 法の登録の関係は。 
→（林野庁）①改正法対応版の手引きのフローチャート、チェックリストは、現

行法と同様に使用は任意である。取引や報告の際に添付や提出を求められる

ことはない。あくまで事業者が対応方法を検討する際の参考資料の位置づけ。

②手引きと登録の直接の関係はない。登録の際の要件は、別に定められてい
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る。 
→（全木連）現行法及び改正法に対応した国産原木に特化した DD 手引きを全

木連で作成した。当会ホームページで公開しているので、参考にしてほしい。 
〇毎年、全木連に合法木材の取扱実績を提出しているが、この実績報告の様式も

改正法に合わせて改訂が必要ではないか。 
→（全木連）全木連が取りまとめている合法木材の実績と CW 法に基づく定期

報告や年度報告は別物。 
→（林野庁）CW 法に基づく年度報告は、登録事業者が登録実施機関に提出する

もの。一方、第 1 種事業者が国に提出する定期報告は、一定規模以上の全て

の事業者が主務大臣に提出する。なお、登録事業者であり、一定規模以上に

該当する事業者については両方の報告が必要となるが、その場合は年度報告

の様式をそのまま定期報告に使用できるようにする方針。 
〇輸入材の情報把握については、他国の例を参考に日本でも税関との協力など

他の省庁と連携して行う方法もある。 
〇先般の指導者養成説明会でも講師が、関西万博のリングに使われる木材の調

達コードを例にして「木材調達要件のトレンドが、合法性から持続可能性に

拡大している」と言われていた。それに関連して、持続可能性について、CW
法では合法性だけを確認しているが、今後持続可能性についてどのように扱

っていくのか。 
→（林野庁）まずは合法性を見て欲しいが、それだけでよいのかというご意見。

他の法律では、持続可能性まで言及しているものもあるが、CW 法では基本

となる合法性を確認して伝達してもらう。これをどれだけ事業者にやっても

らえるかを見極めたうえで、法律に定められている施行後 3 年の見直しの際

に再度検討したい。 
〇①林野庁の説明で、合法性が確認された木材は、国内の総需要量の 41％とい

う説明があったが、今回の改正で追加された OSB 等は含んだ数字なのか。②

建築物のなかでは、構造材の使用量が大きな割合を占めるが、構造材として

使用される木材がどの程度合法性確認されているのか気になる。確認された

木材を使ってください、と言われても周りにそのようなものがなければ使え

ない。事業者が使いたいと思った時に手に入るのか。 
→（林野庁）①41％というのは、国内の木材の総需要量のうち第 1 種登録事業

者 200 者ほどにより確認されたものの割合。登録事業者が扱った木材の中で

の合法性が確認された割合をみると、第 1 種、第 2 種とも 9 割以上の合法性

が確認されており、特に建材については、100％近くが確認されている。今回

の改正では、第 1 種の皆さんにまず確認してもらうよう義務化した。今後、

この 41％を 100％に近づけるようにしていきたい。 
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全木連：オンライン参加の経産省、国交省のご担当者から何か発言は。 
→特になし。 
 
議題４．その他 
参加者からの意見はなく会議を終了した。 
 

 

  
合法伐採木材利用促進全国協議会の様子 
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２ 都道府県レベルの協議会（地方協議会、意見交換会）の開催 

（１）開催概要 
前記１の全国レベルの協議会の開催を受けて、都道府県レベルで合法伐採木

材の利用促進を図るための地方協議会（意見交換会）を全国 16 カ所で 2024（令

和 6）年 9 月～2025（令和 7）年 2 月にかけて開催した。協議会という名称では

なく、関係者との意見交換会として実施したところもあった。 
地方協議会には、林野庁ガイドラインに基づく合法木材供給事業者認定団体

（県木連、県森連、県素協等）、木材地区組合、建築・建設関係の団体、行政関

係者等が参加して、改正クリーンウッド法（CW 法）の周知及び合法伐採木材の

利用促進のための課題を話し合い、情報交換・意識の共有をするとともに、地方

における普及啓発活動についての検討を行った。 
また、協議会の中には、登録木材関連事業者の企業の方に出席いただき意見交

換を行ったところや行政（県等の担当）からの情報提供が行われたところもあっ

た。（地方協議会の実施一覧をこの章の最後に掲載） 
 
（２）開催結果報告 

以下に、地方協議会の開催順に概要を示す。詳細は、後ろに掲載した「令和 6
年度 地方協議会（意見交換会）、普及啓発の実施一覧」を参照のこと。 
① 長崎県での実施 

開催日：9 月 12 日（木） 佐世保市内で開催 
② 三重県での実施 

開催日：9 月 13 日（金） 津市内で開催 
③ 奈良県での実施 

開催日：9 月 17 日（火） 橿原市内で開催 
④ 滋賀県での実施 

開催日：10 月 2 日（水） 大津市内で開催（意見交換会） 
⑤ 石川県での実施 

開催日：11 月 27 日（水） 金沢市内で開催 
⑥ 熊本県での実施 

開催日：11 月 27 日（水） 熊本市内で開催 
⑦ 北海道での実施 

開催日：12 月 9 日（月） 札幌市内で開催 
⑧ 京都府での実施 

開催日：12 月 11 日（水） 京都市内で開催 
⑨ 福井県での実施 

開催日：12 月 12 日（木） 福井市内で開催 

-29-



⑩ 鹿児島県での実施 
開催日：12 月 12 日（木） 鹿児島市内で開催 

⑪ 宮城県での実施 
開催日：令和 7 年 1 月 16 日（木） 仙台市内で開催 

⑫ 大阪府での実施 
開催日：1 月 23 日（木） 大阪市内で開催（意見交換会） 

⑬ 栃木県での実施 
開催日：1 月 30 日（木） 宇都宮市内で開催 

⑭ 岐阜県での実施 
開催日：2 月 4 日（火） オンラインで開催（意見交換会） 

⑮ 富山県内での実施 
  開催日：2 月 7 日（金） 富山市内で開催 

⑯ 山梨県での実施 
  開催日：2 月 10 日（月） 甲府市内で開催 

 
地方協議会では、全木連から担当者が出席し、本事業の概要と実施状況、全国

協議会の結果報告、改正クリーンウッド法の概要説明、情報提供の後、出席者に

よる意見交換が行われた。 
 
［協議会で出された主な意見・質問等（抜粋）］ 
〇長崎県での協議会 
・他業種（建築士や木材業者等）間の情報交換ができ情報共有の場となってよか

った。 
・国の制度がかなり改正されているので、事業者へ随時情報を提供する必要があ

ると感じた。 
 
〇三重県での協議会 
・「三重の木」（都道府県等による地域材認証制度による木材に対する証明）が現

時点で CW 法の証明書として活用不可とは困る。活用できるよう対応をお願

いしたい。 
・ガイドラインに基づく認定と CW 法の登録を両方しているが、片方でよいの

であればどちらか一方にしたい。 
・確認の義務化というが、確認しているかどうかはどうやってわかるのか。検査

に来るのか。 
・国内において違法伐採の可能性はあるのか。 
・合法木材の確認が困難な商品もあるので、確認に必要な品目や合法木材として
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カウントする範囲等詳細について指導いただきたい。 
 

〇奈良県での協議会 

・合法伐採木材の利用及びクリーンウッド法の改正について理解が深まった。 

・第 1種木材関連事業者の定義を詳しく教えてほしい。 

・今後、第 2種事業者にも義務が課されることになるのか。 

 

〇熊本県での協議会 

・これまでの林野庁ガイドラインに基づく合法木材の流通は、事業者の社会的責

任として自主的に取り組んできたが、改正 CW法の施行により全事業者に対し

て合法性確認が強化されることから更なる周知の徹底と普及活動が重要。 

・改正 CW 法に基づく義務化に対して 100％を目指すことは難しいが、周知徹底

を図っていくためにも国の助成が必要。 

・まずは、素材生産販売事業者と原木市場を徹底して押さえていくことが必要。 

 

〇福井県での協議会 

・県内の登録事業者は 4社のみで、新たに登録する動きはない。 

・県内における CW法及び合法木材への要望はほぼなく、行政を中心に認識を持

ってもらうことが必要で、国を挙げて積極的な PRをしてほしい。 

・次回から環境問題の担当課並びに公共建築課等の出席を要請したい。（行政よ

り） 

 

〇鹿児島県での協議会 

・設計段階で CW法に適合した木材を使用するよう基本設計の時から組み込んで

おかないと、実際の使用量の増加には結びつかない。 

 

〇宮城県での協議会 

・特に規模の小さな素材生産販売事業者が改正 CW法に対応して第 1種事業者か

ら求められた情報を提供する義務があることを理解しているのか疑問。 

・GL の認定をとっておらず、県木連の会員でもない事業者にもきちんと周知さ

れていることが重要である。 

・登録をしていなくても、第 1種事業者は、合法性を確認してその結果を伝えな

ければならないことは知らなかった。 

・「新たな制度ができて手間ばかり増える」と事業者から文句が多い。 

 

〇岐阜県での意見交換会 
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・意見交換会の中で、イベント会場で来場者に対して行った合法伐採木材に関す

るアンケート調査の結果が報告された。 

 

〇富山県での協議会 

・改正に伴い、第 1 種木材関連事業者と第 2 種事業者との区別や、素材生産販

売事業者と第1種事業者の必ず行わなければならない義務について確認した。 

・第 1種木材関連事業者が行う「記録の作成・保存」の具体的な内容について確

認した。 

・CW 法上の登録事業者になる必要性と登録事業者を増やすためにメリットが必

要である。 

・合法伐採木材の利用拡大には、官民挙げての川上から川下まで継続的な普及啓

発活動を根気強く続けていくことが必要である。 

 

〇山梨県での協議会 

・いろいろな制度がありすぎてわからない。整理してほしい。 

・特に第 2 種木材関連事業者は、取り扱う品目が膨大になるので、今後第 2 種

事業者も義務の対象となると合法性確認の対象となる／ならない、の仕分け

が非常に手間になる。 

 

 

   
長崎県での協議会の様子      奈良県での協議会の様子 
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令和６年度 地方協議会（意見交換会）、普及啓発の実施一覧
協議会
開催月日 開催月日 参加人数

1 北海道木材産業協同組合連合会 12/9
1/28,29,2/12,

13,26
765 イベント出展

2 宮城県木材協同組合 1/16 1/16 98

3 栃木県木材業協同組合連合会 1/30 1/30 132 イベント出展

4 （一社）山梨県木材協会　　　 2/10 2/17 25 イベント出展

5 富山県木材組合連合会 2/7 2/7 100 イベント出展

6 （公財） 石川県木材産業振興協会 11/27 11/27 73 イベント出展

7 福井県木材組合連合会 12/12 12/12 87 イベント出展

8 岐阜県木材協同組合連合会 2/4 − −
イベント出展、
新聞広告

9 三重県木材組合連合会 9/13 − −
イベント出展、
新聞広告

10 滋賀県木材協会 10/2 10/2 42 イベント出展

11 （一社)京都府木材組合連合会 12/11 − − イベント出展等

12 （一社）大阪府木材連合会 1/23 ー ー イベント出展

13 奈良県木材協同組合連合会 9/17 2/5 74 イベント出展

14 (一社)長崎県木材組合連合会 9/12 9/12 42 イベント出展

15 （一社）熊本県木材協会連合会 11/27 11/27 120 イベント出展

16 （一社）鹿児島県林材協会連合会 12/12 12/12 160 イベント出展

1,718

NO. 区 分

合計（16）

普及セミナー セミナー以外の
普及啓発
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第６章 全国レベル及び都道府県レベルの合法伐採木材等の普及啓発 

 
 今年度の事業では、全国レベルの普及啓発活動に加え、都道府県レベルでも

地方協議会の開催場所で普及セミナーやイベント出展等の普及啓発を実施した。 
 
１ 全国レベルの普及啓発 

 大消費地圏で開催されている、木材・建材・建築関連の全国レベルの展示会

に出展し、クリーンウッド法（改正法を含む）や合法伐採木材についての PR
を行った。特に、改正法の周知については、改正内容の概要を示したタペスト

リーの掲示、チラシ配布、予定されている説明会等情報提供等を行った。各展

示会での活動状況の詳細は、以下の通り。 
 
（１）Japan Home & Building Show 2024 への出展 

2024（令和 6）年 11 月 20 日（水）～22 日（金）の 3 日間、東京ビッグサ

イトで開催された「Japan Home & Building Show 2024」（主催：（一社）日

本能率協会）に、クリーンウッド法（改正法を含む）の普及と合法伐採木材

の利用推進を目的として出展した。展示会全体の来場者数は約 18,000 名であ

った。 
全木連ブースの主な展示等内容は、以下の通り。 

a  「クリーンウッドの部屋」の展示 
b 合法木材製品（まな板、湯桶、お盆等の小木工品）の展示 
c 改正クリーンウッド法の紹介タペストリーの展示、説明 
d  改正クリーンウッド法の関連資料（チラシ等）の配布 
e クリーンウッド法紹介動画の放映 

 

  
Japan Home & Building Show 2024 の展示 
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（２）WOOD コレクション「モクコレ」2024Plus への出展 

 2024（令和 6）年 12 月 19 日（木）～20 日（金）に、東京ビッグサイト

で開催された「WOOD コレクション『モクコレ』2024Plus（主催：東京都）」

に出展し改正クリーンウッド法の普及と合法伐採木材利用の促進について

RP を行った。リアル展示会の来場者数は、約 5,700 名であった。 
 

  
WOOD コレクション（モクコレ）2024Plus の展示 

 
（３）来場者の反応等 

 当会ブースへの来場者は（特に Japan Home ＆ Building Show では）、CW

法や合法性確認木材等を全く知らない人も多く、合法性や違法伐採といった

言葉の説明から始めることも多かった。そのような方でも、話をしていくう

ちに、合法性の確認の意義、重要性を理解していただくことができた。この

ように、何も知らなくても丁寧に説明すれば理解し合法伐採木材への関心も

高めていくことができるので、今後とも継続的にイベントへの出展などを通

して地道に普及活動を続けていくことが重要である。 
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２ 都道府県レベルの普及啓発 

 本年度事業で活動を行った地方協議会のうち、12 団体で普及セミナーを開催

した。セミナーでは、全木連が講師を務め（北海道、石川県を除く）、改正クリ

ーンウッド法の内容、クリーンウッド法からの改正点等について説明した。こ

のセミナーに合計約 1,700 名が参加した。このほか、地方で開催されるイベン

トへの出展、新聞広告、インターネットを活用した情報発信等を通して普及活

動を行ったところもあった。 
 
（１）普及セミナーの開催 

以下に開催順に開催日と場所を示す。一覧は、5 章の最後に掲載した「令和

6 年度 地方協議会（意見交換会）、普及啓発の実施一覧」を参照のこと。また、

普及セミナーで全木連が発表した資料は巻末資料に収録した。 
 

① 長崎県での開催 
開催日：9 月 12 日（木） 佐世保市内 

② 滋賀県での開催 
開催日：10 月 2 日（水） 大津市内 

③ 石川県での開催 
開催日：11 月 27 日（水） 金沢市内 

④ 熊本県での開催 
開催日：11 月 27 日（水） 熊本市内 

⑤ 福井県での開催 
開催日：12 月 12 日（木） 福井市内 

⑥ 鹿児島県での開催 
開催日：12 月 12 日（木） 鹿児島市内 

⑦ 宮城県での開催 
開催日：2025 年 1 月 16 日（木） 仙台市内 

⑧ 北海道での開催 
開催日：1 月 28 日（火） 釧路市内、1 月 29 日（水） 幕別町内、2
月 12 日（水） 北見市内、2 月 13 日（木） 旭川市内、2 月 26 日（水） 

札幌市内 計 5 か所で開催 
⑨ 栃木県での開催 

開催日：1 月 30 日（木） 宇都宮市内 
⑩ 奈良県での開催 

開催日：2 月 5 日（水） 桜井市内 
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⑪ 富山県での開催 
開催日：2 月 7 日（金） 富山市内 

⑫ 山梨県での開催 
開催日：2 月 17 日（月） 甲府市内 

 

  
栃木県での普及セミナー        宮城県での普及セミナー 

 

 
鹿児島県での普及セミナー 
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（２）イベント出展等による普及啓発 

 地方協議会の普及啓発として、15 の道府県で地域のイベント等に出展し、タ

ペストリーの掲示、パンフレット等の普及資料の配布、来場者への説明を行っ

た。また、新聞広告・HP 等で普及を行ったところもあった。普及セミナー以

外の普及啓発の実施一覧は、この章の最後に掲載した「令和 6 年度 イベント

出展等による普及啓発実施一覧」を参照のこと。 
 
（３）普及セミナー参加者、イベント来場者の反応等 

 普及セミナーでは、研修の際に受けた質問と同様の内容が多かった。実施し

た団体からは、「議題として、クリーンウッドの必要性と普及の課題等について

取り上げ説明し、参加者が主体的に考え積極的に取り組む機会となった。（福井

県）」「改正内容がかなりあり、戸惑う事業者もおられ、今後の周知の必要性を

感じた。（長崎県）」といった報告もあった。また、普及セミナーとは別に、各

種会合の場を利用して改正 CW 法の説明を行った団体もあった。 
イベントに出展した団体からは下記の感想、来場者からの反応等の報告があ

った。 
・木造建築物の利用促進のためには、今後、建築士事務所協会との連携による

PR も検討する必要がある。（長崎県） 
・2050 年に向けたカーボンニュートラルの実現など地球温暖化防止を背景に、

熊本県の森林資源の状況や県産木材の活用などと併せて、合法伐採木材の利

用について関心を持たれる多くの方々が本会のブースに来場された。（熊本

県） 
 

  
石川県での普及啓発（木工教室で PR）   滋賀県での普及活動 
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京都府での普及活動          熊本県での普及活動 

 

 
鹿児島県での普及活動（ショッピングモールでのイベントで PR） 

 

 

ホームページでの普及活動紹介（岐阜県木協連） 
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時 期 参加者

10/5 900

10/26～27 3,490

12/11～13 1,200

12/19～20 WOODコレクション「モクコレ」2024Plus 5,700

12/21～22 4,000

10/20 2,500

11/22 200

12/19～20 5,700

7月～2月 200

8～11月 7,000

4 富山県木材組合連合会 10/26 2,400

5 （公財）石川県木材産業振興協会 10/19～20 30,000

9/7～8 13,000

10/28 247

11/2 80

11/6 23

11/30 1,150

12/1 1,200

8/3 200

8/17～18 10,123

10/5～6 2,000

10/8 15万戸

2月 -

10/5 -

10/5 51

10/26～27 1,670

11/10 1,163

9/1 800

9/22 200

9/28 400

11/3 900

11/30～12/1 1,500

12/18 13

12/12 4

12/27 7

1/15 16

1/16 12

2/1 400

11 （一社）大阪府木材連合会 12/19～20 5,700

12 奈良県木材協同組合連合会 8/17～18 10,123

10/20 500

1/24

10/6 1,802

11/10 517

15 （一社）鹿児島県林材協会連合会 11/9～10 9,000

※参加者数は、イベント全体の数

くまもと森づくり活動の日in立田山

ウッドワンダーランド（愛知県）会場でアンケート実施

WOODコレクション2024 JAPAN ReWOOD会場でアンケート
実施

HPでの周知

JAPAN　BUILD

木育ひろばinチ・カ・ホ

2024住宅フェア

フクモクフェス

イオンモール久御山で木工教室

とちぎ県産材普及推進展示会

石川の農林漁業まつり

岐阜県木連のHPでCW法を紹介（ページ更新）

県実施の木育イベント

山の日フェスタ（カラフルタウン岐阜）でアンケート実施

新聞広告（岐阜新聞）

木育キャラバン、金川フォレスタフェリーチェ、森林フェスティ
バル等

みえ森林フェスタ2024志摩で木工教室を開催してPR

（一社）長崎県木材組合連合会

WOODコレクション「モクコレ」2024Plus

福井材フェア

立木材積測定協議会

KIDS WONDER STREET（宮前商店街）

令和６年度　イベント出展等による普及啓発実施一覧

京都府立植物園（森林の魅力を体感）

京都府立植物園（府民交流フェスタ）

岐阜県木材協同組合連合会

新聞広告（毎日新聞地方版）

NO

2

実 施 結 果

3 （一社）山梨県木材協会
会員等への合法木材資料配布

くしろ木づなフェスティバル2024

7

8

WOODコレクション2024 JAPAN ReWOOD

実 施 団 体 名
実 施 概 要

栃木県木材業協同組合連合会

もくもくまつり2024出展

1 北海道木材産業協同組合連合会

道民森づくりの集い2024

14

京都パルスプラザ（京都環境フェスティバル2025）

イオンモールKYOTO（見とき、使っとき、京都の木！）

京都パルスプラザ（京都府農林水産フェスティバル）

市政20周年記念木育フェスタ（甲賀市）

13

（一社）熊本県木材協会連合会

第25回かごしま木材まつり出展

もくもくふれ合い祭り

9 滋賀県木材協会

10 （一社）京都府木材組合連合会

とやま木育フェア2024

森林・林業・木材産業活性化大会

FUKUI WOOD COLLECTION

福井県木材組合連合会6

三重県木材組合連合会

WOODコレクション「モクコレ」2024Plus

京都府立大学（KTS資格者講習会）

現行法下での合法木材分別状況の確認

京都市域産材供給協会を管轄する京都市との協議

北桑木材センター、八木原木市場、京都府、京都市との協
議

（一社）京都府木材組合連合会理事会
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第７章  コンテンツを活用した情報発信 

 
本年度の事業では、SNS 等を活用した情報発信を行うとともに、「合法木材ナ

ビ」HP で情報提供を行った。 
 
１ SNS 等を活用した情報発信 

 動画掲載サイト YouTube チャンネル「木材で街づくり」（全木連が作成したコ

ンテンツ動画を掲載）で公開している動画をもとに、全木連で運営する SNS（木

材で街づくり @toshimokuzai）にて、フォロワー以外の方へ投稿を表示、動画

再生等による認知拡大をはかった。 
 
■SNS 「改正クリーンウッド」@toshimokuzai 

Facebook 

 

Instagram 

 

X 
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２ 「合法木材ナビ」での情報提供 

 本年度作成した、「改正クリーンウッド法における国産原木の合法性確認

（デュー・デリジェンス）手引き」（PDF版）及び、手引きに記載のチェックリ

スト（Excel版）等を全木連が運営するホームページ「合法木材ナビ」に掲載

して、改正 CW法に基づき第 1種木材関連事業者が合法性の確認等を行う際の

参考となるよう情報提供した。 

 

■「合法木材ナビ」掲載画面 
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第８章  合法伐採木材の利用促進に向けた課題等 

 

第３章～７章で示してきたように、検討委員会、全国及び地方での協議会等

様々な場で合法伐採木材の利用促進に向けた検討を行い、消費者等に向けて普

及啓発活動を実施してきた。そこでの議論及び普及啓発活動を実施した県木連

等の地方団体からの報告で挙げられた今後の課題や改善点を以下に整理する。 
 
〇検討委員会、全国協議会及び研修を通して見えてきた課題等 
・素材生産販売事業者への周知が重要であり、素材生産販売者向けの研修を行う

と良いのではないか。特に、規模の小さな事業者への周知が課題である。 
・事業者にとっては、合法性確認についての情報を伝える負担が増えて、特に中

小の木材関連事業者の負担感が大きい。林野庁のシステムを活用するなどし

て、どれだけ手間を増やさず効率的に運用できるかの工夫が重要。 
・研修の参加者からは、自分たちが第 1 種木材関連事業者なのか、第 2 種なの

かの質問が多い。はじめにこの点を理解してもらってから、それぞれの事業

者の義務と努力義務の内容（具体的に何をすればよいのか）を具体的に理解

してもらうことが必要。 
・合法性確認等の情報伝達がオンライン上で行える林野庁のシステムについて

は、（林野庁はそこまで考えていないようだが）伝票管理といった社内システ

ムに連携できるようにすれば利用が進むのではないか。 
・登録については、基本的な理解が進んでいないところがまだある。（登録をし

ていないと合法性確認の証明が出せないのか、登録は義務か。等）まずはそ

の辺を理解してもらうことが必要。 
・国は、FAO 等の多くの国が参加する場で、他国に対して CW 法の情報提供や

働きかけをしてほしい。 
・研修や協議会の場で、「今後、第 2 種事業者にも義務が課されるようになるの

か。」といった質問が複数あった。今後の国の方針、方向性も伝えると事業者

の理解が進む。 
・改正 CW 法に基づく義務化に対して、100％にすることは難しいが、周知徹底

を図っていくため今後も国の助成は必要。 
・設計段階で CW 法に適合した木材を使用するよう基本設計の時から組み込ん

でおかないと、使用量の増加には結びつかない。 
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〇普及啓発活動に関しての課題等 
・消費者にも丁寧に説明すればわかっていただける。重要な項目は、繰り返し説

明することが必要。そのためにも消費者向けの展示会等の場は重要であり、

継続的に出展する意義もそこにあると思われる。 
・普及セミナーを実施した団体からは、「合法伐採木材の必要性と普及の課題等

について説明し、参加者が主体的に考え積極的に取り組む機会になった。」と

いう感想が出された。その一方で、「改正 CW では、改正点がかなり多く戸惑

う参加者もいた。今後の周知の必要性が感じられた。」という意見もあった。 
・「木造建築物への利用促進のためには、今後、建築士事務所協会との連携等を

通じて設計士等に対する PR も必要。」といった意見も団体から寄せられた。 
・地方での活動では、普及セミナー、イベント出展、各種会議の際の情報提供の

ほかに、団体の Web サイトでの情報掲載、地元新聞への広告、イベント会場

でのアンケート実施、チラシ・ポスターを作成し配布・掲示する等、多彩な普

及啓発活動が行われた。今後も活動を進めるにあたっては、新しい手法も試

みながら様々な機会、ツールを活用していくことが重要である。 
・過去の事業で作成した普及キャラクター「クリーンウッドちゃん」（下図）を

使ったポスター、配布資料の作成も多くの団体で行われた。親しみやすいコ

ンテンツを活用して消費者の関心を高めることも、消費者への普及には有効

と考えられる。 
 

 
キャラクター「クリーンウッドちゃん」（令和 4年度事業で作成） 
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[ 巻末資料 ] 

 

 

 

 １ 検討委員会（第１回）での林野庁説明資料 

 （※第 2回、第 3回の検討委員会では林野庁からの資料はなかった） 

 

 ２ クリーンウッド法合法性確認能力強化研修、普及セミナーでの 

説明資料 

２－１ 改正クリーンウッド法と合法性確認（研修資料） 

２－２ 改正クリーンウッド法における国産原木の合法性確認

（デュー・デリジェンス）手引き（研修参考資料） 

 

 ３ 合法伐採木材利用促進全国協議会での林野庁説明資料 
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https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/jouhou/pdf/r4/r4report_4.pdf
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https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/summary/attach/pdf/summary-

26.pdf
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6 6

https://www.goho-wood.jp/DD/index.html
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1. 本手引きの目的 

「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（以下「クリーンウッド法」

という。）」は、地球環境の保全に資するため、法令に適合して伐採された木材等（以

下「合法伐採木材等」という。）の流通及び利用を促進することを目的としています。 

2025 年４月から施行される改正クリーンウッド法では、川上・水際の木材関連事

業者が、合法性確認を行うことが義務付けられました。この手引きは、合法性確認の

方法について、林野庁の「クリーンウッド法における合法性確認（デュー・デリジェ

ンス）手引き」を参考に、国産原木の合法性確認に特化したものです。 

クリーンウッド法に基づく合法性確認は、既に国内の多くの木材関連事業者によっ

て通常の商取引の一貫として実施されている内容を含んでいると考えられます。まず

は、事業者自らが本手引きを参考に自社の商取引を見直し、合法性確認が適切に行わ

れているかを確認することが重要です。実際の合法性確認にあたっては、本手引き掲

載のチェックリストをそのまま利用することも可能ですが、自社の取引形態等に合わ

せたチェックリストを作成することも有効と考えられます。本手引きを参考に、多く

の事業者が適切な合法性確認を行うことを願います。 
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4 

 

 

2. リスクに基づく合法性確認 

一般に、取り扱う木材の種類や調達先などにより、違法伐採リスクは大きく異なる

ため、リスクの大小に関わらず同じ手間をかけて合法性確認を行うと、事業者にとっ

て過度な負担となったり、合法性確認が不十分となったりする可能性が生じます。こ

のため効果的かつ効率的な合法性確認のためには、違法伐採リスクを評価し、リスク

に応じて確認すべき書類や情報を判断する「リスクベースアプローチ」が有効です。 

 

2.1. 国産原木の違法伐採リスク 

我が国は、汚職が少なく1、国内の違法伐採リスクは非常に低い2と国際的に評価さ

れています。我が国でも故意か否かを問わず所有者に無断で伐採が行われる事例（無

断伐採）が発生していないわけではありませんが、林野庁による調査結果3において、

近年では無断伐採の報告件数の減少がみられます。また輸入木材等と比較して、国産

原木は、森林所有者や素材生産事業者から原木市場や木材加工事業者等までのサプラ

イチェーンが短いことも特徴です。 

これらのことから、本手引きでは国産原木の違法伐採リスクは一般的に低いことを

前提とし、国産原木を取り扱う第一種木材関連事業において事業者が行う合法性確認

の手法を示しています。 

 

 
1 NGO トランスペアレンシー・インターナショナルが公表している腐敗認識指数< 

https://www.transparency.org/en/>でも汚職が少ない国であると評価されています。 
2 英国王立国際問題研究所（チャタムハウス）の情報提供サイト「森林ガバナンスと合法性」

<https://forestgovernance.chathamhouse.org/countries/japan> 

森林管理協議会（FSC）の「リスク評価プラットフォーム」<https://connect.fsc.org/document-

centre/documents/resource/359> 

NGO プリファードバイネーチャーの「ソーシングハブ」

<https://sourcinghub.preferredbynature.org/country-risk-

profiles/aDB0X000000k9bSWAQ/a04b0000001GEU1AAO/?date=> 

NGO フォレスト・トレンズの「違法森林減少と関連取引リスク」<https://www.forest-

trends.org/idat_countries/japan/> 
3 https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/keikaku/240719_7.html 
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3. 本手引きの対象事業者・対象物品 

3.1. 対象事業者 

本手引きは、合法性の確認が義務付けられる、国内の木材流通の最上流にあたる第

一種木材関連事業を行う事業者を対象としています。具体的には、樹木の所有者（立

木購入を行った素材生産事業者を含む）から直接原木を譲り受けて加工、輸出又は販

売を行う製材所等の木材加工事業者や原木市場等の流通事業者及び自ら所有する樹

木の原木の加工又は輸出を行う事業者です。 

なお、本手引きは、クリーンウッド法に基づく登録や、林野庁ガイドライン4の合法

木材供給事業者認定を受けているか否かにかかわらず、活用することができます。 

 

図１ クリーンウッド法の義務対象（素材生産販売事業者、第一種木材関連事業者） 

 

3.2. 対象物品 

本手引きは国産の原木を対象とします。 

 

 
4 https://www.goho-wood.jp/ 
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4. 合法性確認の実施に向けた体制の整備 

クリーンウッド法では、木材関連事業者が取り組むべき事項（努力義務）として、

体制の整備が定められています。合法性確認の適切な実施のためには、体制の整備と

して責任者の設置や取組方針の策定を行うことが有効です。本手引きで示すチェック

リストを活用し、合法性確認の手順や判断基準をあらかじめ整理しておくことができ

ると考えています。 

また、合法性の確認においては、取り組みながら PDCA サイクルを回して質を高

めていくことが重要です。例えば、合法伐採木材でない木材を譲り受けてしまった際

に、次回以降の取引相手の選定にあたっては追加的に情報を求めるなど、リスクの低

い取引相手を選定するための結果のフィードバックを PDCA サイクルに組み込むこ

とで、次回以降の取引における合法性の確認の効果をいっそう向上させることができ

ると考えられます。 

 

5. 合法性確認の方法 

本手引きでは、国産原木の合法性確認の方法について、フローチャート（図２）で

示しているとおり、以下の４手順に分け、「国産原木の合法性の確認のためのチェッ

クリスト」（図３）を活用する方法を示します。 

手順１－１：原材料情報（樹種、伐採地域、証明書）を収集する 

手順１－２：リスク情報を収集する 

手順２：手順 1 及び２の結果に基づき、合法性確認を行う 

手順３：記録の作成・保存を行う 

手順４：譲り渡しを行う相手方へ情報を伝達する 

これらの手順で行った合法性確認の記録を保存することは、違法伐採リスクに対す

る取組を行った証拠を残すという観点からも、自社の合法性確認の精度を向上させ、

必要に応じてその手順を見直すためにも重要です。 
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図２ 国産原木の譲受け等から次の譲渡しまでのフローチャート 
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図３ 国産原木の合法性の確認のためのチェックリスト 
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5.1. 手順 1：原材料情報及びリスク情報の収集 

チェックリスト（図３）に基づき原材料情報及びリスク情報の収集を行います。 

各項目に設けた「自由記載欄」は参照した情報、特記事項等を具体的に記載するこ

とに活用できます。また、事業体において、木材等に関する情報や参照情報が別途整

理されている場合は「自由記載欄」に別途整理している情報に紐付くように管理する

ことも有効と考えられます。 

 

5.1.1. 手順１―１：原材料情報の収集 

手順１－１では、原材料情報である樹木の樹種、伐採地域、証明書を収集します。

原材料情報の収集は第一種木材関連事業者の義務ですので、必ず行います。仮に情報

が得られない場合は、その旨を記録し収集を試みたことが分かるようにしておくこと

が重要です。 

① 樹種 

樹種は通常の取引で用いている樹種名を把握します。国産材であれば伐採造

林届出書に記載されている樹種名やケヤキ、サクラといった個別の樹種名を把

握します。樹種については、素材生産販売事業者から情報提供を受けずに自ら

が判断しても差し支えありません。 

② 伐採地域 

伐採地域については、国産材である旨、都道府県、市町村のいずれかの把握が

必要です。 

③ 証明書 

違法伐採に該当しない蓋然性が高い木材であることを証明するものを収集し

ます。国産材については、図４のとおりです。これらの情報の間には優劣がある

ものではありませんが、森林認証や林野庁ガイドラインに基づく認定は、事業

者に対して発行されている認定証や認定番号ではなく、認定制度に基づく譲り

受けた原木に対する合法性に関する証明書を入手することが必要です。また、

独立した証明書の形で提供される場合に加え、納品書等に木材の合法性を証明

する文言が記載されている場合もあります。 

なお、証明書については、複数入手可能なケースが考えられますが、全て入手

しなければ合法性確認ができない訳ではありません。事業者は違法伐採のリス

クに応じて収集する証明書を選ぶこととなります。 
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図４ 証明情報として活用できる情報の一覧 

 

 

5.1.2. 手順１―２：リスク情報収集 

手順１－２では、リスクに関する情報として調達先に関する情報と必要に応じその

他の証明書を収集します。 

(1) 調達先に関する情報 

適切な調達先の選定は、違法伐採リスクを減らす重要なポイントです。具体的

には、①調達先との契約書、②取引実績、③調達先の合法性に関する認証等の情

報、④調達先が公開している情報の活用が考えられます。なお、調達先が自社の

場合、法令に適合して伐採することについても自社が責任を持っているため、書

類を取得する必要はありません。 

(2) その他の証明書に関する情報 

除伐や線下伐採、農地・宅地の樹木、街路樹の伐採といった森林法等に基づく

行政手続不要の伐採において、樹木の所有者等が発行した自主的な証明書を、リ

スクを低減させる情報として活用することができます。公的機関などの第三者が

介在しない証明書の活用においては、証明書の信憑性を慎重に判断することが重

要です。 
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5.2. 手順２：合法性の確認 

手順２では、収集した原材料情報及びリスク情報について、チェックリストに記載

の観点から事業者自身で違法伐採リスク評価を行います。 

リスクが無視できるレベルだと判断するためには、原材料情報（樹種、伐採地域、

証明書）を全て収集するとともに、譲り受けた原木と収集した情報の突合などにより、

原材料情報が適切で真正だと確認することが重要です。仮に、森林法における手続が

ない伐採である等の理由で証明書が取得できなくても、国産原木の違法伐採リスクは

一般的に低いことから、手順１―２で収集したリスク情報を踏まえることで、リスク

が無視できるレベルだと判断することは可能と考えられます。 

リスクが無視できるレベルと評価できそうにない場合は、例えば下記の表の要素に

ついて、追加的に情報収集を行うなど、リスク情報の収集のその他の確認項目を任意

で設定し、リスク軽減を図ることも考えられます。 

なお、合法性の確認については任意の単位で行ってよいため、自社の取引形態に応

じて①譲受け等ごとに行う、②譲受け日ごとに行う、③取引先ごとに行うなど、適切

な単位を選択できます。 

 

表：追加的に収集する情報の具体例 

1. 取引関係者について 

 直接の調達先やさらに川上の事業者、樹木の所有者等に追加情報を求める 

例：森林所有者から素材生産販売事業者までの取引関係の確認 

 同業他社、専門家、研究機関、市民団体等に問い合わせる 

 調達先や伐採を担う事業者が過去に問題を起こしたことはないか、地方自治体

等に対して照会する 

 

2. その他の情報について 

 伐採契約に関する問合せ等を行う 

例：樹木の所有者と素材生産販売事業者間の契約状況の確認 

樹木の所有権を示す書類の確認 

 衛星データ等を用いて伐採地を確認する  

 証明書等に記載されている地方自治体に対し、実際に届出が行われた又は発行

した書類であるかどうかや、伐採地の状況等を照会する 
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5.3. 手順３：記録の作成・保存 

クリーンウッド法では、合法性の確認に関する以下（１）～（３）の記録を作成し、

原則 5 年間保存することが義務として求められています。記入済みのチェックリスト

は（２）及び（３）の保存に活用できます。 

(1) 収集等した原材料情報の内容 

⇒手順１－１で収集等した情報に相当します。 

(2) 合法性確認木材であるか否か 

⇒チェックリストによる確認結果に相当。 

(3) 合法性確認の理由 

⇒チェックリストの手順２の結果に相当。チェックリストに例示しているものの

ほか、以下のような記録の仕方も考えられます。また、手順１－２で収集した

情報を用いて合法性の確認を行った場合は、その旨も併せて記録しておくこと

が重要です。 

・○○という関連情報を用いて判断した 

・収集した原材料情報等を踏まえて、内規に則り判断した 

・取引先が木材の合法性に関する認定を受けている事業者であること踏まえて

判断した 

これらの記録は、クリーンウッド法で求められているものではありますが、自社の

合法性の確認手順を見直したり、確認の精度を向上させたりする際にも役立てること

ができます。また、事業者が適切に合法性の確認を行ったことの根拠となりますので、

取引相手等から合法性の確認に関する報告を求められた場合などにも役立つ他、

SDGs 等の観点から自社の価値を説明する根拠にも活用可能と考えられます。 

なお、記録の作成・保存方法については、書面又は電子によるものとされています。 

コラム：原材料情報及びリスク情報の収集と合法性の確認を行うタイミング 

①原材料情報及びリスク情報の収集については、取引先に関する情報や取引先

から提供された情報が必要です。その一方で、②合法性の確認については①で収

集した情報に加えて、譲り受けた原木と原材料情報を突合し、見込み通りの物品

を譲り受けていることを確認する必要があります。 

このため、①②は可能な限り下記のタイミングで実施することで、効率的にク

リーンウッド法に対応できると考えられます。 

①  原材料情報及びリスク情報の収集 ： 取引先との契約時 

②  合法性の確認 ： 原木の譲受け時 
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5.4. 手順４：譲渡しを行う相手方への情報の伝達 

手順３の記録の作成・保存を行った原木を、他の木材関連事業者に譲渡しを行う場

合、以下の 2 項目を譲渡し先に伝達することが必要です。 

(1) 原材料情報に関する情報 

⇒原材料情報の収集等の結果に関する情報 

① 原材料情報を全て収集等できた場合はその旨 

  例：全て収集できた／スギ、○○県、伐採造林届出書 など 

② 収集等できなかった原材料情報がある場合はその内容 

  例：証明書なし／樹種、伐採地域なし など 

(2) 合法性確認木材であるか否かの情報 

⇒合法性確認木材です／合法性確認木材でない木材です など 

なお、記録の伝達の方法については、書面又は電子によるものとされており、相手

が知覚できるものでなければなりません。また、電子ファイルを伝達する場合は、伝

達相手が出力により書面を作成できるものである必要があります。 

 

6. 資料：参考サイトの QR コード 

クリーンウッドナビ 合法木材ナビ FSC SGEC/PEFC 

    

各サイトの URL は本文脚注に記載 
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